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道路の名称 
都市計画道路３・３・229 西裏通 

市道ボールパーク１号線 

道路の区域のうち建

築物等の敷地として

併せて利用すべき区

域（重複利用区域） 

計画図４、計画図５の表示のとおり 

建築物等の建築限界 

計画図４、計画図５の表示のとおり 

備    考 
用語の定義及び面積等の算定方法については、特別に定めるものを除

き、建築基準法及び同法施行令の例による。 

理由  

商業業務施設等の集積を図るため、建築物等の用途の制限のうち大規模集客施設の立地を可能とする

とともに、高度利用を図るため高さの最高限度を緩和する。また、ＪＲ新駅から北海道ボールパークＦ

ビレッジへの歩行者等の移動を円滑にするとともに、安全性を高めるため、通路、広場及び立体道路に

関する事項を地区整備計画に定める。 
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